
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
急
激
な
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
の
進
行
等
に
対
応
し
て
、
住
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
対
人
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
性
は
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
、
大
都
市
を
含
め
た
基
礎
自
治
体
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す

る
な
ど
、
基
礎
自
治
体
が
適
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
今
後
と
も
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二
、
指
定
都
市
制
度
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
区
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
、
住
民
自
治
を
強
化
す
る
た
め
、
総
合
区
長
の
公
選
な

ど
住
民
意
思
の
行
政
運
営
へ
の
的
確
な
反
映
や
住
民
の
行
政
参
画
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
方
策
を
、
引
き
続
き
検
討
す

る
こ
と
。

三
、
指
定
都
市
都
道
府
県
調
整
会
議
に
つ
い
て
は
、
指
定
都
市
の
市
長
及
び
指
定
都
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
知
事
が
協
議
し
、

構
成
員
を
加
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
二
重
行
政
の
解
消
が
立
法
化
の
趣
旨
で
あ
り
、
指
定
都
市
と
都
道
府
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の

執
行
機
関
と
議
会
が
共
に
参
画
す
る
こ
と
が
協
議
の
実
効
性
を
高
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
適
宜
・
適
正
な

運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
十
分
配
意
す
る
こ
と
。

四
、
中
核
市
と
特
例
市
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
特
例
市
が
新
た
な
中
核
市
へ
円
滑
に
移
行
し
、
適
切
な
事
務
処
理
体
制

を
構
築
で
き
る
よ
う
、
事
務
移
譲
に
伴
う
人
的
支
援
や
財
政
措
置
に
つ
い
て
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五
、
連
携
協
約
を
締
結
す
る
地
方
中
枢
拠
点
都
市
圏
に
つ
い
て
は
、
地
方
中
枢
拠
点
都
市
と
近
隣
市
町
村
の
双
方
が
適
切
な
役

割
分
担
を
行
う
と
と
も
に
、
連
携
協
約
を
締
結
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
便
益
を
十
分
享
受
で
き
る
よ
う
、
協
約

締
結
団
体
に
対
応
し
て
必
要
と
な
る
財
政
措
置
等
に
つ
い
て
、
最
大
限
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

六
、
事
務
の
代
替
執
行
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
小
規
模
市
町
村
と
連
携
し
て
補
完
す
る
仕
組
み
と
し
て
活
用
す
る
に
当
た



 
 

 
  

 
 

っ
て
は
、
市
町
村
優
先
の
原
則
な
ど
事
務
の
共
同
処
理
に
関
す
る
立
法
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
市
町
村
の
地
理
的
条
件
や

社
会
的
条
件
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
行
政
の
効
率
化
等
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
域
の
実
情
を
十
分
踏
ま
え
た

運
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
格
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

七
、
認
可
地
縁
団
体
が
所
有
す
る
不
動
産
に
係
る
登
記
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
証
明
等
の
事
務
を
行
う
市
町
村
長
に
過
度
な
負

担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
適
切
か
つ
円
滑
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
な
ど
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




